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令和7年第4回 

美唄市議会定例会会議録 

令和7年12月9日(火曜日) 

午前10時00分 開会 

 

◎議事日程 

 第1 会議録署名議員の指名 

 第2 一般質問 

   

◎出席議員（14人） 

  議 長  谷 村 知 重 君 

副議長  楠   徹 也 君 

    1番  永 森 峰 生 君 

2番  伊 原 潤 司 君 

3番  江 川 いつみ 君 

    4番  海 鉾 則 秀 君 

5番  古 賀 崇 之 君 

    6番  吉 岡 建二郎 君 

7番  本 郷 幸 治 君 

8番  齋 藤 久美夫 君 

9番  山 上 他美夫 君 

   10番  森   明 人 君 

   11番  川 上 美 樹 君 

   13番  松 山 教 宗 君 

 

◎出席説明員 

市     長  桜 井   恒 君 

副  市  長  土 屋 貴 久 君 

 総 務 部 長  村 上 孝 徳 君 

市 民 部 長  児 玉 ゆかり 君 

 保健福祉部長  谷 村 泰 尚 君 

経 済 部 長  佐 藤 剛 司 君 

都市整備部長  荘 司   修 君 

市立美唄病院事務局長  藤 井 俊 禎 君 

消  防  長  後 藤 博 昭 君 

総務部総務課長  平 野 太 一 君 

総務部総務課長補佐  上 村 名津美 君 

  

教  育  長  石 塚 信 彦 君 

教 育 部 長  杉 本 竜 一 君 

  

選挙管理委員会委員長  中 田 礼 治 君 

選挙管理委員会事務局長  堀 澤 宏 史 君 

  

農業委員会会長職務代理  田 中 政 幸 君 

農業委員会事務局長   五十嵐 健太郎 君 

  

監 査 委 員  福 地 英 敏 君 

監査事務局長  高 橋 修 也 君 

  

◎欠席説明員 

農業委員会会長  畑  雄 二 君 

  

◎事務局職員出席者 

 事 務 局 長   門 田 昌 之 君 

 次     長   新   宗 晃 君 

 

午前10時00分 開会 

●議長谷村知重君 これより、本日の会議を

開きます。 

 この場合、説明員の欠席について、次のと

おり通知がありましたので報告いたします。 

 農業委員会会長畑雄二君は本日、都合によ

り欠席のため、会長職務代理田中政幸君が代

理出席いたします。 

 

●議長谷村知重君 日程の第1、会議録署名議

員を指名いたします。 
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    6番 吉岡建二郎議員 

    7番 本郷幸治議員 

を指名いたします。 

 

●議長谷村知重君 次に日程の第2、一般質問

に入ります。 

 発言通告により、順次発言を許します。 

 9番山上他美夫議員。 

●9番山上他美夫議員 令和7年度第4回定例

会において、大綱1点、広報紙「メロディー」

について市長にお伺いいたします。 

 最近町内会や自治会役員から、支給が停止

されています広報紙配布手数料の復活を希望

する声を耳にするところであり、市内16の町

内会で組織する美唄市市街地域町内連合会で

は、先般、市に対し広報紙配布手数料の復活

を要望いたしましたが、その要望は受け入れ

られることはありませんでした。広報紙の配

布手数料は、過去には美唄市から町内会に支

払われていた経緯がありましたが、平成19年

からの市の財政健全化に協力するためとして、

広報紙配布手数料の支給が停止されたままで、

早17年が経過しており、市は近年、財政も健

全化している状況でありますので、広報紙メ

ロディーの配布手数料の復活を是非とも希望

するところであります。広報紙の役割として

は、市民に対して、行政方針の浸透や行政サ

ービスの周知、住民参加の促進、地域への愛

着や連帯感の醸成、さらには移住・定住や観

光・企業誘致のための魅力発信といった情報

発信する目的があります。また、広報紙メロ

ディーの発行については、美唄市広報紙発行

規則があり、その第6条において「広報紙は、

市内の全世帯に無料で配布する」とうたって

いますので、市は広報紙メロディーを市内の

全世帯に配布する義務があると感じておりま

す。美唄市の総世帯数は、令和7年10月末時点

で1万427世帯ですが、市の広報情報推進課に

広報紙の配布状況について問い合わせたとこ

ろでは、広報紙メロディーの発行部数は1万

150部ということであり、市内の総世帯数と比

較して、発行部数は277部不足していることに

なり、広報紙発行規則にある「市内の全世帯

に無料で配布する」とした要件が満たされて

いない状況であると思いますが、質問の第1

点目として、総世帯数に対して発行部数が277

部少なく、配達されていない世帯が存在する

と思いますが、その理由についてお尋ねいた

します。 

 次に、2点目の質問でありますが、広報紙の

配布方法について、担当部署に問い合わせた

ところでは、発行部数1万150部のうちの72％

に当たる7,510部を町内会組織などが無償で

配布し、残りの2,640部については、コンビニ

やスーパーへの置き配と予備であるとのこと

でありました。しかし、美唄市広報紙発行規

則による「全世帯に無料で配布する」とした

観点から言えば、コンビニやスーパーへの置

き配では、町内会組織に加入していない高齢

者や障がい者は置き配場所に取りに行くこと

となり広報紙の入手が困難なケースも考えら

れるため、全世帯への配布がなされていない

のではないかと思うところであります。市の

ホームページには「町内会がない地域でも、

数件集まって配布を行っていただける場合や、

病気や障がいなどで配置場所に出向くことが

できない場合は広報情報推進課のまちのＰＲ

係までご相談ください」と記載されています
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ので、この要件で対応している件数は何件あ

り、どのように対応されているのかについて、

お尋ねいたします。 

 次に、広報紙メロディーの配布手数料の復

活についてお伺いいたします。市のホームペ

ージでは、広報紙メロディーの配布方法につ

いて、「町内会組織のある町内会については、

町内会の各世帯に配布を行い、町内会未加入

の市民については、コンビニや公共施設など

に広報メロディーを配置する」となっており

ますので、町内会が配布する数は全体の72％

をカバーしており、町内会は広報紙配布の重

要な役割を担っていますが、しかし、広報紙

の配布については、先ほど述べたとおり、平

成19年から無償で行っている状況であります。

そこで、近隣自治体の広報紙の配布方法につ

いて、近隣自治体の広報紙担当部署に直接問

い合わせて調べてみました。その結果であり

ますが、岩見沢市は、1部11円の配布手数料を

町内会に支払い、町内会が配布している。滝

川市は、年間1部290円で、町内会又は委託業

者が配布している。月形町は、1部10円の手数

料で町内会が配布している。奈井江町は、月2

回発行しており、年間660円の手数料で町内会

が配布している。三笠市は、1部当たり18円で

新聞折り込みをしている。砂川市は、63人の

広報委員に委託手数料を支払い配布している

とのことであり、近隣のいずれの自治体も広

報紙には配布手数料を町内会などに支払って

おり、無償で配布しているのは美唄市だけで

あります。広報紙の配布手数料が復活し、町

内会や自治会に還元することは、町内会や自

治会の活動費が潤沢になり、町内会組織の活

性化につながります。町内会とは、町内住民

が主体となり、いざというときの助け合いや、

広報紙の配布、回覧版の発行、防火、防犯、

防災、環境美化など多岐にわたり、住みよい

まちづくりを行うための組織であり、行政だ

けでは対応できない細かな部分を担う大変に

重要な存在でもあります。その意味で町内会

が活性化することは、行政上、市政情報の伝

達がスムーズとなり、高齢化社会における地

域住民の安全安心な生活を守る手だてとなる

と考えております。町内会を支援し、活性化

するためにも、広報紙メロディーの配布手数

料を復活し、町内会に還元することを提案す

るところであります。以上の事柄を踏まえま

して、広報紙メロディーの配布手数料の復活

を是非ともお願いしたいと考えますが、答弁

のほどよろしくお願いいたします。 

●議長谷村知重君 市長。 

●市長桜井恒君(登壇) 山上議員の質問にお

答えします。 

 広報紙メロディーの配布状況についてであ

りますが、令和7年11月末日における本市の世

帯数は1万389世帯で、広報紙の発行部数は1

万150部となっており、議員のご指摘のとおり、

住民登録における全世帯に配布を行った場合、

不足が生じることとなりますが、住民登録上

の世帯数は世帯分離の届出などを含む世帯数

であり、町内会などを通じて把握している世

帯数より多く登録されているところでありま

す。広報紙の発行部数につきましては、同じ

住居にお住まいのご家族を一世帯と考えてお

りますことから、配布に必要な部数は確保さ

れているところであります。 

 次に、広報紙発行規則による全世帯への配

布についてでありますが、町内会等を通じて
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配布いただいているほか、市ホームページへ

の広報紙の掲載や、インターネットで自治体

広報紙を公開している「マチイロ」や「マイ

広報」など、全世帯において広報紙を閲覧で

きる環境が整っていると考えております。ま

た、町内会がない地域や、広報紙の配置場所

へ出向くことが困難な方へは、代表の方へ配

布依頼を行っているほか、個別の配布も対応

しているところであり、その内訳としまして

は、町内会がない地域においては、39人の代

表の方へ配布を依頼しており、町内会組織に

加入されていない世帯で、配置場所へ出向く

ことが難しい方へは、26世帯について、個別

送付を行っているところであります。 

 次に、広報紙メロディーの配布手数料の復

活についてでありますが、本市では、厳しい

財政状況から、一層の行財政改革を進め、自

立に向けたまちづくりを行うこととし、町内

会、自治組織等の皆さんのご理解をいただき、

平成20年度から広報紙メロディーの配布手数

料を廃止したところです。市の財政状況につ

いては、ここ数年は黒字決算を確保しており

ますが、今後中長期的には、人口減少や少子

化の進行に伴い、財政規模は縮小していくこ

とが予想されます。このような中、将来世代

への負担の先送りを回避し、少子高齢化の進

展を見据えた時代のまちづくりを進めるため

には、事業継続の可否も含め、限られた経営

資源を効率的かつ効果的に投入するなど、さ

らなる予算の重点化が不可欠な状況となって

おります。このたび、配布手数料の復活につ

いてご要望いただき、改めて管内における配

布手数料の交付状況の調査を行うとともに、

郵便や新聞折込など、ほかの配布手段につい

ても検討を行ったところであります。結果と

して、管内では町内会へ配布手数料を交付し

ていない自治体も多く、交付額についても、

町内会に与える影響は限定的であると考え、

ほかの手段で配布を行う経費を計上するより

も、その経費をほかの地域サービスや市民の

皆さんに必要な施策に充てることが効果的で

あると考えておりますことから、配布手数料

の復活はしないという判断に至ったところで

あります。また、共助の地域活動として、広

報紙の配布をお願いすることは、住民同士の

コミュニティの絆を守る上で、金銭的な報酬

以上に大きな意味合いを持っていると考えて

おります。市といたしましては、町内会の皆

さんのご理解をいただきながら、引き続き配

布のご協力をお願いしたいと考えているとこ

ろであります。以上でございます。 

●議長谷村知重君 山上議員。 

●9番山上他美夫議員 再質問させていただ

きます。 

 広報紙メロディーの配布手数料について、

復活を要望する理由について再度申し上げま

すが、市と町内会は行政のパートナーとして

無くてはならない存在であります。町内会の

事業としては、回覧版の配布や自治体から住

民への市政情報の伝達、防犯活動、防災活動、

ごみ収集や清掃などの環境美化活動や、高齢

者の見守りなど、地域社会における重要な役

割を担っておりますが、そのような町内活動

の重要性について、美唄市における一つの事

例を申し上げますと、2021年2月24日に発生し

ました、東美唄町の水管橋崩落事故による大

規模な断水時には、市からの要請で町内会を

通じて、各家庭に断水の緊急通知を行い、市
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民の生活を守った経緯がございます。この事

案からも、町内会の存続と充実は市政運営に

おいて大変に重要なことであると考えます。

先ほどの質問でも説明いたしましたが近隣の

市町では、広報紙配布のための手数料や新聞

折込料を支払っております。以上の事柄を踏

まえまして、美唄市においても、町内会の存

続と一層の活性化のために、是非とも配布手

数料の復活をお願いしたいところであります

が、再度ご答弁のほどお願いいたします。よ

ろしくお願いいたします。 

●議長谷村知重君 市長。 

●市長桜井恒君 山上議員の質問にお答えし

ます。 

 広報紙メロディーの配布手数料についてで

ありますが、共助を進める上で、町内会が地

域社会において重要な役割を担っていただい

ておりますことに対し、市といたしまして、

深く感謝を申し上げるところであります。広

報紙の配布をしていただくことで、市民の皆

さんが主体的に地域の情報を伝える役割を担

い、住民同士の連帯感や協力の精神を育むこ

とができるものと考えております。協働のま

ちづくりを進めるという観点からも、町内会

等の皆さんには、今後も配布のご協力をお願

いしたいと考えているところであります。以

上でございます。 

●議長谷村知重君 次に移ります。 

 7番本郷幸治議員。 

●7番本郷幸治議員 令和7年第4回市議会定

例会に当たり、大綱1点、保健福祉行政につい

て市長に伺います。 

 その一つ目として、市民後見人制度の活用

促進と成年後見人等送付先住所変更の一括手

続について。認知高齢者の推計人数は600万人

を超え、軽度認知障がいの高齢者は約400万人

と推定され、さらに判断能力が不十分なもの

は認知高齢者に加え、精神障がい者が約460

万人、知的障がい者が約110万人おり、これら

を合わせると、全国でおよそ1,200万人に上る

と推計されます。近年の高齢化の進展に伴い、

認知高齢者の増加は社会的課題となっており、

これに伴って成年後見制度の需要も一層高ま

ると見込まれます。成年後見制度は、本人の

生活や人権、財産を保護するため、契約や行

政手続き等において支援を行う重要な仕組み

であり、その利用拡大は地域包括ケアの推進

に不可欠であります。特に市民が後見人とし

て活動する「市民後見人制度」は、地域に根

差した支援体制の強化に資する有効な手段で

あり、その活用促進が求められます。一方で、

成年後見人や被後見人は、市税、国民保険税、

障がい福祉、高齢者福祉など、多岐にわたる

手続きを各窓口で個別に行う必要があり、手

続きの煩雑さや負担が大きい現状があります。

こうした負担は、市民後見人の担い手確保や

活動継続にも影響を及ぼしかねません。行政

側においても、これらの手続きを個別に受け

付けることによる、事務負担は少なくありま

せん。そこで、これらの課題を解決する一歩

として、成年後見人等が各種通知等の送付先

変更を一括して登録・変更できる仕組みを導

入することが有効であると考えます。これに

より、市民後見人を含む利用者の負担軽減と

行政事務の効率化の双方を実現できると考え

られますが、以下何点か具体的に伺います。 

 一つ目として、本市における成年後見制度

及び市民後見人制度の直近数年間の利用者数
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と今後の見通しについて。 

 次に、成年後見人等が各種通知等の送付先

変更を一括して登録・変更できる仕組みの導

入について、本市は課題を認識し、検討して

いるのか。 

 次に、導入に向けた具体的な検討状況及び

実施時期の見通しについて。 

 また、市民後見人制度の活用促進に向けた

市の取組状況と今後の方針について伺います。 

 次に、誰もが安心して搾乳ができる環境づ

くりについて。現在、多くの人が利用する施

設には、赤ちゃんにミルクをあげることがで

きる「授乳室」の設置が進んでおりますが、

授乳室で搾乳もできることについては、まだ

一般の理解が進んでおりません。産後に職場

復帰する女性にとっても、職場で安心して搾

乳できる場所の確保や周囲の理解などが課題

となっております。赤ちゃんに授乳しない場

合でも、母体では母乳が作られるため、母乳

が止まった状態を放置すると、傷みが生じた

り、乳腺炎等を発症する恐れがあり、数時間

毎に搾乳をする必要があるからです。しかし、

職場に女性用の休憩室等がなかったり、周囲

に搾乳に関する知識や理解がないため、トイ

レで便器に向かって搾乳し、母乳を捨てたこ

とがあるといった話も伺いました。ＷＨＯは2

歳まで母乳育児を続けることを推奨しており、

ＩＬＯによる母性保護勧告では、各国に職場

で搾乳する環境を整えるなど、ルールを作る

よう求められております。海外では、企業に

対して従業員に搾乳のための時間と場所を提

供するよう定めた法律もあり、企業の担当者

も女性の復帰を支援することは大いにメリッ

トがあると考え、積極的に投資を行っており

ます。しかし、国内においては、授乳室と搾

乳室を併記した表示にしている行政施設や、

大型商業施設なども存在しますが、まだまだ

その数は少ないのが現状であります。女性が

出産後、安心して社会参画ができ、健康に活

動するためにも、社会全体が出産後の女性の

健康管理について正しく理解し、公共施設や

職場、商業施設において安心して搾乳ができ

る環境を整えることが重要であると考えます。

出産や子育てへの支援を充実するため、授乳

室でも搾乳しやすい工夫や、職場における搾

乳など、必要な方が安心して搾乳できる環境

づくりに取り組むべきと考えますが、市長の

見解を伺います。 

●議長谷村知重君 市長。 

●市長桜井恒君(登壇) 本郷議員の質問にお

答えします。 

 本市における成年後見制度等の利用者数と

今後についてでありますが、札幌家庭裁判所

岩見沢支部が取りまとめた令和6年8月現在に

おける利用状況は、後見類型52件、保佐類型6

件、補助類型7件、未成年後見3件、任意後見0

件であります。今後は、高齢者の増加や知的

障がい者など、判断能力が不十分な方で成年

後見制度を利用される方は増えることが予想

されます。 

 次に、窓口手続きを一括して行うことがで

きる体制の検討と実施時期の見通しについて

でありますが、本市におきましては、市民サ

ービス向上のため、窓口業務におけるワンス

トップサービスの導入について、現在全庁的

に取り組んでおり、後見人等の負担軽減も期

待しているところであります。 

 次に、市民後見人の活用促進に向けた取組
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と今後の方針についてでありますが、現在6

人の方が市民後見人として登録していますが、

市民後見人として受任しているケースはない

と確認しております。本来は、法律の専門家

である弁護士や司法書士が行う手続きや役割

を業務として市民が担うことは、その難易度

の高さから市民後見人の受任には至っていな

いのが現状です。このことから、市民後見人

として登録している方が、美唄市社会福祉協

議会が受任する法人後見事業の活動支援員と

して、実績を積んでいただき、スキルアップ

講座などで制度の更なる理解を促すとともに、

美唄市社会福祉協議会と市が協力しながら、

登録者が市民後見人として受任できる体制づ

くりを進めてまいります。 

 次に、誰もが安心して搾乳ができる環境づ

くりについてでありますが、本市では、授乳

期の保護者の利用が多い子育て支援センター

及び保健センターに授乳室を設置し、外出先

でも安心して授乳できる環境を整えていると

ころであります。搾乳環境の整備を求めるニ

ーズについては、車での移動が多い地域特性

もあり、これまで市民の皆様から具体的なご

意見をいただいたことはありませんが、全国

的には、授乳室が搾乳のために母親が一人で

も利用できることを示すマークの掲示や、職

場で授乳や搾乳がしやすい環境づくりを国も

推奨していることから、理解促進の動きが広

がってきているものと承知しております。そ

のため、市としましては、授乳期の保護者が

お一人でも気兼ねなくご利用いただけるよう

既存の授乳室にその旨を分かりやすく掲示す

るとともに、市ホームページなどを通じて、

市民や事業所等に向けて、授乳や搾乳がしや

すい環境づくりについて周知啓発を行い、安

心して搾乳できる環境づくりに取り組んでま

いります。以上でございます。 

●議長谷村知重君 次に移ります。 

 8番齋藤久美夫議員。 

●8番齋藤久美夫議員 令和7年第4回定例会

において大綱2点。1点目、元職員の背任事案

関連については市長、2点目、補助金等交付業

務については、教育長へお伺いいたします。 

 まず大綱1点目の元職員の背任事案関連で

ありますが、私は第3回定例会においても、元

職員の再逮捕について質問させていただきま

したが、主にそれ以降の状況について、さら

に3項目お伺いいたします。まず、これにつき

ましては、今年の9月26日と10月24日に公判が

行われ、9月26日の公判は元職員の収賄と背任

の初公判で、これは新聞報道ではありますが、

収賄については、令和3年7月から令和6年7月

の間で、美唄市発注の上下水道工事の競争入

札6件で、最低制限価格を水道設備会社に教え、

その見返りに旅行代金など計約85万円を負担

させた。これは既に8月29日に刑は確定してお

りますが、背任については、起訴状によりま

すと、令和6年7月に下水道工事を受注した建

設会社と共謀し、その工事の利息分を水増し

して請求させ、市に対し損害を与えた。また、

元職員は、この水増し分の中から自分にも渡

すよう要求し、受け取った。さらに、これは

水増し請求した工事の設計書で、施工を予定

していた37か所のうち、実際には17か所の架

空工事が含まれていたと検察側は強調してお

りました。そして10月24日の第2回公判では、

同じく新聞報道によれば、被告人質問が行わ

れたとあり、事件を起こした動機、収賄にお
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ける工事の最低制限価格を教えた方法が掲載

されておりました。さらに、3回目の公判の日

程については、後日調整を行うと聞き及んで

おりますが、そこで1項目、裁判の経過につい

てと、第3回の公判が後日調整となったことで、

何らかの市に対する聞き取り等があったのか

を伺います。 

 次に、今年6月20日に元職員が背任容疑で再

逮捕された後、市は「美唄市コンプライアン

ス委員会」を創設し、再発防止の取組として、

実態検証の実施、職員倫理条例の制定、入札・

契約制度の見直し、コンプライアンス研修の

実施の四つの取組について、早急に進めてい

くと言っておりました。そして私は、第3回定

例会において、本事案の発生原因はどこにあ

るかの問いに、市長は「本件における原因の

大きな要因の一つは、職員のモラルやコンプ

ライアンスの欠如である」との見解を示して

おります。また、実務における管理職の確認

行為においては、元職員の手口が巧妙であっ

たため、残念ながらその時点では不正につい

ては確認できなかった。さらに、警察や検察

は公判前ということで、捜査情報は開示でき

ないことから、元職員の具体的な手口は知ら

されておらず、今後の公判の中で明らかにさ

れると考えておりますと述べておられました

が、その中で私は、特に実態検証を数年に遡

り、書類調査を実施するのであれば、業務遂

行における組織の在り方の検証と管理職の職

責について、管理職はこうあるべきという今

後の業務の取組の調整をしていただきたいこ

とは伝えております。そして、警察に押収さ

れていた関係書類は、8月5日に返還されたこ

とにより、令和2年度から令和6年度の5か年度

の書類を調査し、特に設計変更率の高い工事

については、現地調査を併せて行い、かつ元

職員と共謀会社に対する聞き取りを進めると

言っておられました。 

 そこで2項目目は、この四つの現在までの取

組状況とその成果の分析、そして事後への反

映についてお伺いいたします。 

 そして3点目は、質問当初に背任の公判につ

いて、新聞報道された内容を述べましたが、

その中で、下水道工事を水増しして市へ請求

させ、その正規費用と水増し分の差額の損害

を市は受けました。また、元職員はその水増

し分から自分にも渡すよう共謀の建設会社に

要求し、それを受け取ったと検察側は冒頭陳

述で述べたとありました。一方、共謀の建設

会社は不起訴となり、さらに市もこれを受け

て、今年6月からの1年間の入札における指名

停止処分を解除しております。しかしながら、

元職員と建設会社は市に損害を与え、それぞ

れの額を受け取っております。その受け取り

分は今後の公判の中で、あるいは市が元職員

と建設会社に対し、聞き取りを行って明らか

にしなければなりません。第3回定例会の市長

の市政報告の中でも、金銭の着服があったと

述べられておりましたので、この損害金に対

する今後の対応についてお伺いいたします。 

 次に、大綱2点目、補助金等交付業務につい

てでありますが、令和7年度前期定期監査報告

書を確認いたしましたが、指摘事項が2件挙げ

られており、いずれも交付金・補助金の実績

報告書に関するものでありました。その1件は、

交付金・補助金の審査に要する実績報告書に

収支決算書の添付はあったが、領収書や請求

書等の写しが添付されていなかったというも
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ので、実績報告書に対象経費の支出を証明す

る領収書等の写しが添付されていなければ、

その対象経費や交付額が適正であることを証

明できないし、交付関係書類は市職員と交付

対象団体間だけで認識・理解できれば良いと

いうものではなく、第三者が見ても、適正な

交付であることが分かるように作成すべきで

ある。また、交付対象団体の構成員として、

市の原課で領収書等を保管しても、それは交

付対象団体の書類であり、市の財政書類では

ないとして、その立場の違いの明確化を指摘

しているものであります。しかもこの件は、2

年前の令和5年度の定期監査でも同様に注意

をしているということから、指摘された事項

の常習性を疑われかねないものであります。

また、もう1件については、補助金等交付規則

に定められた、補助事業等が完了したときの

実績報告書を受領していないため、補助事業

の成果や収支決算の審査、補助金額の確定を

行っていなかったということで、私も改めて

市の補助金等交付規則を読み返してみました

が、この補助金等の交付の一般的な手順では、

交付を受けようとする補助事業者が補助金等

交付申請書を提出し、その書類等を交付側が

審査し、交付を決定し、交付決定額を通知す

る。そして、補助事業者等は事業が完了した

ときは、完了日から起算して2か月以内に実績

報告書、これは事業所等の成果や収支決算書

を記載したものですが、これを提出しなけれ

ばならない。そして報告書交付側が審査して、

交付すべき補助金額を確定したら、補助金等

確定通知書により補助事業者に通知し、補助

金を交付するものであると、このように手順

が確立しているにもかかわらず、実績報告書

を受領せず、審査・確定を行った事務処理と

なった。 

 以上これらの2件について、一つ目は、発生

の要因とその分析について。 

 そして二つ目は、その分析に基づく再発防

止について、教育長に伺います。以上で、当

初の質問を終わります。 

●議長谷村知重君 市長。 

●市長桜井恒君(登壇) 齋藤議員の質問にお

答えします。 

 これまでの裁判の経過についてであります

が、元職員の2回にわたる公判については、収

賄罪と背任罪の二つの事件について、同時に

審議され、被告人及び弁護人ともに、いずれ

の事件についても起訴内容を概ね認め、元職

員に対する意見聴取などが行われております

が、現在、証拠書類や供述調書等の内容につ

いて、弁論準備期日を入れて双方による調整

が進められているところであり、このことか

ら、第3回の公判の期日が決定されていないも

のと聞いているところであります。また、公

判は、検察側と検察に起訴された被告である

元職員との間で行われているものであり、市

は関係者ではあるものの、直接的な当事者で

はないことから、現時点において認定されて

いない707万3,000円の水増し分の受領額、割

合及び使途、水増しされた工事の概要のほか、

警察や検察が行う市への追加捜査の有無など

も含め、公判への影響が懸念されることから、

市が言及すべきものではないと考えており、

今後、公判の中で審議がなされ、明らかにさ

れていくものと考えているところでございま

す。現在、元職員の公判が継続している中、

元職員への事情聴取も困難なことから、唯一
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の情報収集は公判の傍聴のみであり、引き続

き、警察・検察に全面的に協力し、公判の進

展を注視しながら、事実関係の把握に努めて

まいりたいと考えているところであります。 

 次に、コンプライアンス委員会の四つの取

組についてでありますが、初めに、実態検証

の実施につきましては、令和2年度から令和6

年度までの5か年における市発注の下水道工

事の全事業について、書類調査を実施してい

るところでありますが、現時点においても、

元職員が具体的にどのように工事発注の水増

し請求を主導したのかということについて、

公判中の情報として明らかにされていないと

ころであります。このため、公判が終わるま

で、全容の解明は難しいものと考えており、

公判が終わり次第、速やかに検証結果及び再

発防止策について、市民の皆様へ報告ができ

るよう、引き続き取り組んでまいります。 

 次に、職員倫理条例の制定につきましては、

事件の再発防止に向けては、職員一人一人の

公務員倫理の遵守が必要不可欠であることを

踏まえ、職員の法令遵守と服務規律を再確認

して、これを確実に保持するための指針とし

て、現在の「美唄市職員倫理規程」を改編し、

「美唄市職員倫理条例」を新たに制定するも

のであります。現時点における改編の内容と

しましては、職務執行の公正さに対する市民

の疑念や不信を招くことのないよう、禁止さ

れる行為や容認される行為について、より具

体的な条文に見直すほか、禁止される行為に

対する処分例の追加について検討することで、

不祥事の再発防止と市民の信頼回復につなげ

てまいりたいと考えており、コンプライアン

ス委員会の中で、実効性のある条例となるよ

うしっかり議論し、令和8年第1回定例会に提

案できるよう、準備を進めているところであ

ります。 

 次に、入札・契約制度の見直しにつきまし

ては、事件の発生を受け、追加工事等による

設計変更の目安、設計変更に当たっての管理

監督者責任の明確化とチェック体制の強化の

ほか、最低制限価格の取扱いなどについて検

討を進めておりますが、実態検証の実施と同

様、現時点においても、元職員が具体的にど

のように、工事発注の水増し請求を主導した

のかということについて、公判中の情報とし

て明らかにされていないところであります。

工事の管理・監督につきましては、設計者が

監督員、係長が主任監督員として行い、完了

検査を行う検査員は、元職員である上下水道

課長補佐が行っていたところであり、設計変

更の内容について、元職員が担当に指示して

いたとの供述など、公判について注視してい

るところでありますが、現時点で詳細につい

ての把握は難しいところであります。このた

め、当面の下水道施設の整備の進め方につき

ましては、当該施設の損傷状況を再確認し、

市民生活に支障とならないよう、設計段階か

らのチェック体制の強化や業者への指導など、

再発防止に努めながら整備を行っているとこ

ろであります。 

 次に、コンプライアンス研修の実施につき

ましては、事件が発生したことについては、

職員に公務員としてのモラルやコンプライア

ンスが欠如していることが大きな要因の一つ

であり、公務員倫理の遵守を再確認する「コ

ンプライアンス研修」を随時実施していると

ころであります。これまで職員417名を対象と
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して、本年11月25日から27日までの3日間、受

講枠を一般職、係長職及び管理職の三つの職

責別に設定して実施したほか、他の業務によ

り受講できなかった職員を補完するために、

12月にさらに3日間実施する予定としている

ところであります。こうした取組の実施を通

じ、分析した結果や取組の結果を不正事案に

関する報告書としてまとめ、再発防止に向け

て全力で取り組み、モラルとコンプライアン

スの保持と向上など、職員と一丸となって、

市の信頼回復に努めてまいります。 

 次に、損害金に対する今後の市の対応につ

いてでありますが、工事費用を水増し請求す

ることで、市に損害を与えたとされる損害金

707万3,000円の受取額、割合及び使途などに

つきましては、現時点においては、公判によ

り認定されていないところであり、今後明ら

かにされていくものと考えているところであ

ります。今後の見通しは現時点において不透

明ではありますが、引き続き、公判の進展を

注視しながら、事実関係の把握に努め、地方

自治法の規定による監査請求のほか、公判が

結審して損害額が確定された段階で、損害賠

償請求に係る民事訴訟の提起について検討し

たいと考えているところであります。以上で

ございます。 

●議長谷村知重君 教育長。 

●教育長石塚信彦君(登壇) 齋藤議員の質問

にお答えします。 

 定期監査における指摘事項の発生要因とそ

の分析についてでありますが、初めに、定期

監査における指摘事項の発生要因とその分析

についてでありますが、このたび行われた定

期監査において、対象事務の一部是正・改善

を要する事項として、2項目の指摘を受けたと

ころであります。いずれも補助金等の交付事

務に係るもので、美唄市補助金等交付規則及

び美唄市教育委員会補助金等交付教育委員会

規則に基づき行った事務に対するものであり

ましたが、前例を踏襲した収支決算書の提出

のみで交付確定事務を行ったり、失念によっ

て実績報告書を受領せず、補助金額の確定を

行っております。これは関係する職員に限ら

ず、教育委員会事務局職員の補助金交付に関

する手続きの認識不足とチェック体制が適切

ではなかったことが要因であると考えており

ます。 

 次に、再発防止策についてでありますが、

交付の審査・決定を行うに当たり、美唄市補

助金等交付規則に基づき、事務処理の適正化

及び再発防止に努めるほか、補助金に係る経

費の適正な執行と透明性の確保に努めるとと

もに職員の事務に対する認識を高めてまいり

ます。また、報告の督促や確認が遅延するこ

とがないよう、再発防止策として、当該団体

に対して、交付決定通知時に実績報告書の提

出期限及び必要書類を明記した通知をするな

ど、期限厳守の徹底を図ってまいります。い

ずれにいたしましても、これを機に教育委員

会事務局の全職員が補助金交付に関する手続

や期限管理の重要性を再認識し、補助金に係

る事務処理の適正化及び管理体制の強化を図

り、再発防止に努めてまいります。以上でご

ざいます。 

●議長谷村知重君 齋藤議員。 

●8番齋藤久美夫議員 それぞれご答弁あり

がとうございます。大綱それぞれについて再

質問させていただきます。 
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 まず大綱1点目の裁判の経過につきまして

は、公判は、市は関係者であるが、検察と元

職員との間で行われているということ。そし

て、市への聞き取りの有無については、公判

への影響が懸念されることだということなの

で、今後の経過については、私も引き続き関

心を持って見ていきたいと思っております。 

 2項目目の取組については、まず、倫理条例

制定については、市の倫理規定を改編して、

条例を制定して、令和8年第1回定例会で提案

できるように整備を進めるということ。そし

てコンプライアンス研修は11月25日から27日、

3日間実施したと。これは私も確認しておりま

すし、さらにこの間、受講できなかった職員

は12月に実施するということで、もう今日か

ら始まっているということも確認して承知い

たしました。あと、実態調査の実施につきま

しては、令和2年度から令和6年度の5か年にお

ける書類調査を実施しているが、現時点では、

元職員の具体的な手口は、公判中の情報とし

て明らかにされてないため、公判が終わるま

で、全容解明は難しい。また、入札・契約制

度見直しについては、工事の設計変更等に当

たっての管理、監督責任の明確化、チェック

体制の強化、そして最低制限価格の取扱い等

について検討を進めている。また、元職員が

設計担当者等に指示していた供述などが公判

を注視していますが、これも現時点では、そ

の把握は難しいということでした。しかし、

特に実態調査と制度の見直しについては、こ

れらのことは、市として、本事案は何があっ

て、何が課題であったかということを事情聴

取して、これは先ほども困難であるとは言っ

ておりましたが、できる限り実施して、そし

て他の職員からの聞き取り、これも先ほど述

べましたが、元職員が担当者に指示していた

ということもあります。そして、ほかに関係

部署等を含んでの聞き取りと、さらには全職

員に対するアンケート等を実施しつつ、市長

は、職員の任免権者としての責任と市におけ

る全ての発注工事の発注権者としての責任を

果たす義務があります。 

 そこで、これらの事実認定をしっかり実施

して、再発防止策を検討すべきであるが、市

長の考えを伺います。 

 それと同時に、組織としての管理体制、こ

れは職員に対する業務量の適正化を含めたも

の及び業務の統制調整、さらに管理者の業務

に対する管理統制能力の向上などであります

が、コンプライアンス委員会では、入札・契

約制度の見直しとは言っておられますが、こ

れも部分的なものでありますので、庁内全体

としてのガバナンス強化に向けた施策を検討

されるのか、お考えを伺います。 

 3項目目の損害金の今後の対応については、

損害金が公判により認定されてないので、今

後、事実関係の把握を努めるとありますが、

これも先ほどの発注権者として、書類調査を

実施し、特に6月22日の新聞報道では、令和3

年度から令和5年度にも下水道工事で13件の

うち9件で、市が最終的に支払った工事費用の

決済額が落札額の約2倍から4倍に膨れ上がっ

たことが分かったということも記載されてお

りましたので、これらの期間を含めまして、

損害金については、市がしっかり監査して、

賠償の有無及び賠償額を決定し、これを請求

して取り戻すべきものであると思いますが、

市長のお考えをお伺います。 
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 次に、大綱2点目については、発生の要因に

ついては、一つは、前例を踏襲して事務処理

をし、もう一つは、失念により報告書を受領

しないままだったので、補助金額の確定を怠

ったということで、交付に関する手続きの認

識不足と報告書を受領したかどうかのチェッ

ク体制が適切でなかったということを承知い

たしました。ここで、私が特に注視すべき点

は、補助事業終了後に実績報告書の提出を受

けていなかった点であります。補助事業者が

提出すべき実績報告書の事業の成果及び収支

決算等を審査することにより、この補助金が

事業の目的に合致し、かつ補助決定の内容に

適合しているかを判断できるものであります

ので、再発防止策等にはありましたが、補助

事業者に対する交付決定通知時に実績報告書

の提出期限を明記して通知するだけにとどま

らず、教育委員会としても、各種補助金等の

交付決定をした場合には、補助事業名、申請

日、交付決定日、補助額、事業完了時期等を

一覧表に記載・整理し、全職員に対して補助

事業の現況を「見える化」するなどして、補

助事業者の提出書類等の提出状況を確認させ、

もし遅延があった時は、管理職員が提出を催

促させる等、しっかり業務を管理統制して、

決して実績報告書の未提出、又は未受領によ

る補助金額の確定を行った状態での補助金交

付とならないようにしなければならないと思

いますが、教育長のお考えを伺います。以上

で再質問を終わります。 

●議長谷村知重君 市長。 

●市長桜井恒君 齋藤議員の質問にお答えし

ます。 

 再発防止策の検討についてでありますが、

現在、コンプライアンス委員会において、5

か年度における市発注の下水道工事の全事業

について調査を実施しており、元職員の公判

が継続している中、現時点での全容の解明は

難しいものと考えているところでありますが、

元職員や関係職員に対する聞き取りを行いな

がら、事実関係を確認した上で、検証結果の

取りまとめと再発防止策について取り組んで

まいりたいと考えているところであります。

また、今後の公判の進展を注視しながら、地

方自治法の規定による監査請求、損害賠償請

求に係る民事訴訟の提起について検討したい

と考えているところであります。 

 ガバナンスの強化に向けた検討につきまし

ては、このたびの事件は、職員のモラルやコ

ンプライアンスが欠如していることが要因で

あり、事件に対する当面の対策を優先的に進

めることとして、全職員を対象としたコンプ

ライアンス研修を行っているところですが、

管理監督の立場にあり、指導的役割を担う管

理職の在り方として、内部統制機能の確立と

強化は必要と考えていることから、引き続き、

研修計画に基づき、倫理感や責任感、業務を

執行する管理能力を備えた管理職員の育成に

努めるほか、内部統制制度の必要性につきま

しては、国のガイドラインの趣旨を踏まえ、

検討を進めてまいりたいと考えております。 

 次に、損害金の今後の対応についてであり

ますが、今後、公判により明らかにされてい

くものと考えられる市に損害を与えたとされ

る損害金の額の認定に加え、コンプライアン

ス委員会における、令和2年度から令和6年度

までの5か年度における下水道工事の全事業

の実態検証による検証結果を踏まえ、事実関
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係をしっかり確認した上で、地方自治法の規

定による監査請求のほか、全体の損害額が確

定された段階で、顧問弁護士と相談し、損害

賠償請求に係る民事訴訟の提起について検討

したいと考えているところであります。以上

でございます。 

●議長谷村知重君 教育長。 

●教育長石塚信彦君 齋藤議員の質問にお答

えします。 

 補助金等の交付についてでありますが、補

助金確定事務につきましては、報告の督促や

確認が遅延することがないよう、再発防止策

として、当該団体に対して、交付決定通知時

に実績報告書の提出期限及び必要書類を明記

した通知をするなど、期限厳守の徹底を図っ

てまいります。また、教育委員会事務局の全

職員が補助金交付に関する手続きや期限管理

の重要性を再認識し、補助金に係る事務処理

の適正化及び管理体制の強化を図り、再発防

止に努めるとともに、管理方法等につきまし

ては、市長部局と協議し、検討してまいりま

す。以上でございます。 

●議長谷村知重君 齋藤議員。 

●8番齋藤久美夫議員 今回一般質問におい

て大綱2点について質問いたしましたが、私が

この2点を取り上げて、そして質問をまとめて

いるとき、そして答弁をいただいたことで、

この2点は、ケースは違えどパターンは同じで

あるということを感じました。これらの事象

の発生要因と再発防止策は手続きに対する認

識不足、ルールの認識不足、そして職員のモ

ラルやコンプライアンスの欠如ということで、

職員の法令遵守と服務規則を再認識させる、

そして美唄市職員の倫理条例を制定するとい

うものであります。また、チェック体制が適

切でなかったから、事務処理の適正化、管理

体制を強化する。制度の見直しとして、監督

者責任を明確化し、チェック体制の強化、そ

して事業者への指導の実施等々の答弁があり

ました。これを端的に言えば、ガバナンスと

コンプライアンスの関係のことであります。

これらは相互補完的な関係であり、コンプラ

イアンスは法令、企業倫理、企業規則を遵守

することで、コンプライアンスを徹底するこ

とにより、ガバナンスの強化を貢献する。一

方、ガバナンスは法令や規則を遵守させるた

めの管理体制を作ることで、ガバナンスを強

化することは、職員がコンプライアンスを遵

守するように導くものとされております。ま

た、ガバナンスが弱い状態のデメリットとし

て、一つは、会社内部の不正が防止できない。

これは企業内の監視体制が行き届いていない

ので、不正や不祥事の発生リスクが高まる。

また、管理者が不正に気づくことができなく、

結果として不正防止ができないということで

あります。そしてもう一つは、管理体制が統

一できない。これはガバナンスが効いていな

いと、各業務のコントロールができず、管理

体制が統一できないため、業務が属人化とな

り、業務の中で当事者しか仕事の進め方が分

からないため、サービスの質に差が生じたり

することであります。まさしく今、本市に類

似するものと私は思っておりますし、そう思

う方も多いかと思います。先ほどの答弁で、

市長もガバナンス強化については、国のガイ

ドラインの趣旨を踏まえて検討すると言われ

ましたし、教育長は、管理方法等は市長部局

と協議・検討すると言われましたので、この
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コンプライアンスにとどまらず、特に管理者

の管理能力向上と各種管理体制の確立、そし

て職員一人一人の業務量の適正化を合わせて、

ガバナンス強化を強く要望して、最後は要望

となりましたが、質問と要望を終わります。

答弁は結構でございます。よろしくお願いい

たします。 

●議長谷村知重君 一般質問中ですが、10分

程度休憩したいと思います。再開は11時10分

といたします。 

 

午前11時04分 休憩 

午前11時10分 開議 

 

●議長谷村知重君 休憩前に引き続き会議を

続けます。 

 一般質問を続けます。 

 6番吉岡建二郎議員。 

●6番吉岡建二郎議員 2025年第4回定例会に

おいて大綱2点について、市長に質問します。 

 大綱1点目、庁舎の建替えについてです。 

 これまでも一般質問の場で庁舎の建替えに

ついて、質問を何度かしてきていますが、現

庁舎は耐震化されておらず、老朽化も見ての

とおり進んでいます。昨日、夜11時15分頃に

も青森県東方沖を震源とするマグニチュード

7.5、最大震度6強の大きな地震があり、本市

でも震度4を観測しました。まずもって、被災

された方々には心からお見舞い申し上げます。

またその後も、今現在も北海道・三陸沖後発

地震注意情報が発表されており、確率として

は高くはないとは言われておりますけれども、

新たな大規模地震、東日本大震災級のものが

来る可能性もあると、最悪のケースがあると

いうことが言われている状況です。災害対応

や防災拠点の中枢的な役割を担うことを考え

れば、庁舎はそのままにしておくことはでき

ないと、改めて今回、昨日の地震からも実感

したところです。また今朝、庁舎に来てみる

と、議員控室の1室で天井から水が漏れている

という状況がありました。これは地震の影響

なのかどうかは定かではありませんけれども、

非常にやはり老朽化が進んでいるなというの

を改めてここ最近も実感しているところです。

喫緊の課題として取り組まなくてはいけない

ことは間違いありません。庁舎の建替えにつ

いては、市長も重要な課題として捉えられて

いるということは、これまでの議論経過から

も明らかであり、また、美唄市公共施設等個

別施設計画において、耐震化又は建替えにつ

いて、令和7年度中に方針を検討することとな

っています。これは、これまでも質問してき

ておりますので、是非この検討がどのように

進んでいるのか、この検討の進捗についてお

答えください。 

 大綱2点目、中心市街地活性化について質問

します。昨日の同僚議員の質問でも同様の内

容の質問がありましたので、その際の答弁を

踏まえた上で質問をさせていただきます。 

 まず、中心市街地の商業施設について、第3

回定例会の一般質問で買い物難民対策につい

てということで質問した際に危惧をしていた

ことが、かなり現実のものとなりかねない状

況となってきています。3月の末で商業施設内

のＡコープの撤退が見込まれるということで、

国道の西側に唯一のスーパーがなくなること

になると。そうすると買い物難民の問題とい

うのは明らかに深刻化していくことは間違い
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ありません。放置してはいけない、対策が必

須、こういった問題となってきているわけで

すが、同僚議員への答弁の中では、新たな食

品スーパー等の誘致を含む支援を引き続き積

極的に実行するとのことでした。その上で、

別のアングルからの対策、第3回定例会でも少

し触れられておりましたけれども、必要とな

っていくものと考えます。市としてどのよう

に対応していくのかお答えください。また、

新たな食品スーパー等の誘致といっても、Ａ

コープの撤退の要因とされる中には施設の老

朽化もあると聞いています。この老朽化が改

善されないことには、誘致にも困難が伴うも

のと考えます。この困難、どのように解消し

て誘致を進めていくのか、この点についても

市長の考えをお答えください。 

 次に、中心市街地の宿泊施設についてです。

こちらも同僚議員の質問への答弁で、事実関

係については、ある程度分かりました。当該

施設については中心市街地活性化の上で大き

な課題であり、何か手を打たなくてはならな

いという点も理解はいたします。その上で、

私も同僚議員と同様に、今回、無償譲渡とい

う話ですが、そのプロセスというのですか、

順序と言いますか、そういったものには大き

な問題があると言わざるを得ません。5月に所

有者からの申し出があったならば、例えばこ

の間にあった定例会、第2回定例会、第3回定

例会といった場で、市政報告など、そういっ

た形で市民、議会に報告することが可能だっ

たのではないかと考えます。市の中長期的な

計画にも、この当該施設に関しては盛り込ま

れていないものと考えますけれども、取得を

するのであれば、例え議決自体は必要のない

ものとなるのかもしれませんが、報告は最低

限なされるべきものだと考えます。合意形成

がこのままではできていないという状況で進

んでいくことになってしまうのではないかと

思うのですが、それ自体がまずリスクである

と考えています。また当該施設、これは建物

自体ですが、5年以上使われておらず、安全上

の問題も懸念されています。利活用しように

も、そのまま使うことは難しいかと考えます。

改修にも、解体にも、多額の投資が必要とな

るものと考えますが、昨日の答弁では、まず

取得してから利活用について検討するとのこ

とでした。大枠だけでも、利活用については

っきりさせてから譲渡を受けるべきではない

のでしょうか。市長の考えとして、具体的に

どういった利活用を現状で検討しているのか

をお答えください。 

●議長谷村知重君(登壇) 市長。 

●市長桜井恒君(登壇) 吉岡議員の質問にお

答えします。 

 庁舎の建替えについてでありますが、庁舎

は昭和50年に建設されて以来、50年が経過し

ており、老朽化の進行に加え、建築基準法の

新耐震基準を満たしておらず、将来的に耐震

化や建替えが必要であると考えているところ

であります。令和3年6月に策定した「美唄市

公共施設等個別施設計画」では、庁舎の再編

方針は、建物を維持するために必要な修繕を

行い、当面、建物の更新をせずに、令和7年度

までに耐震化又は建替えについて方針を検討

するとしていたことから、庁舎は、これまで

部分的補修によって対応しており、今後の方

針について検討するため、本年度、庁内に職

員による庁舎改築等庁内検討会議を設置した
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ところです。この検討会議は、副市長をトッ

プとし、庁舎改築等に関し問題点や課題を整

理し、事業手法や事業費などについて、調査・

検討するものであり、会議には必要に応じて、

部外の有識者等から意見を聴取できることと

しているところです。また、本市はこれまで

病院建替えを優先的に進めてきたところであ

り、本年度におきましては、総合体育館の空

調設備工事や公営住宅建替え基本計画に着手

するほか、国設スキー場の実施計画に着手し

ており、恵風園・恵祥園建替え等基本計画策

定に向けての準備などを進めていくこととし

ております。こうした中、庁舎の建替えにつ

いては、人口減少や高齢化を見据え、有利な

起債の活用のほか、財源の確保に向けた基金

の設置の必要性や、市民会館などの社会教育

施設との施設機能の集約化、複合化など、課

題も多くあることから、庁舎の在り方や公共

施設全体の配置計画など、近隣で庁舎を改築

している他市の事例なども参考にしながら、

最終的に耐震化、あるいは建替えについて、

本年度中に判断してまいりたいと考えており

ます。いずれにいたしましても、庁舎は様々

な行政サービスを提供し、日常における市民

の皆様の暮らしを支える役割を果たすととも

に、災害対応や防災拠点の中枢的役割を担う

施設であり、市民サービスの低下を招くこと

のないよう、また、必要に応じて、市民の皆

様へ説明を行い、理解が得られるよう、検討

を進めてまいります。 

 次に、中心市街地の商業施設についてであ

りますが、Ａコープ撤退後、国道より西側の

市民生活に影響が生じる重大な課題であると

認識しております。市としましては、新たな

食品スーパーの誘致に向け、粘り強く働きか

けておりますが、現時点でその解消には至っ

ておりません。その上で、仮に速やかな誘致

がかなわない場合には、特に移動手段の確保

が難しい高齢者などへの支援が必要であり、

現在、民間事業者が展開している移動販売や

宅配サービスの活用について、事業者との連

携を強化しながら、対応策を講じるとともに、

無料買い物バスへの支援などに努めてまいり

たいと考えております。また、施設が老朽化

した状態では、テナント誘致に影響を及ぼす

ものと認識しておりますが、現状、当該施設

は協同組合コアびばいが所有しており、同組

合が、国や道の補助金を活用して改修を行っ

たとしても、新たなテナントの出店が確約さ

れるものではないことから、テナント出店の

交渉等を踏まえ、慎重な見極めが必要だと考

えております。さらに、協同組合の経営状況

は非常に厳しさを増しており、事業継続その

ものが危惧される状況にあります。「施設存

続」と「テナント誘致」の双方の課題が複雑

に絡み合っており、非常に難しい課題を抱え

ているものと認識しております。いずれにい

たしましても、市といたしましては、まずは

テナント誘致の可能性を引き続き全力で探る

とともに、コアビバイの今後の在り方につい

て、検討を進めてまいります。 

 次に、中心市街地の宿泊施設についてであ

りますが、当該施設は5年以上休館状態が続き、

このまま放置されれば、地域経済の停滞や安

全性・景観の問題など、市民生活への影響が

拡大する恐れがあります。現在は民間所有の

ため、市の主体的調査や用途可能性の検証と

いった具体的活用案を考えるための制約があ
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ることから、利活用の用途を先に整理するだ

けでは議論が前に進まず、結果的に解決が遅

れ、建物が放置されていくことによるリスク

が増大していくものと考えております。この

ため市といたしましては、利活用の方向性の

検討と譲渡の受入手続きを並行して進めるこ

とが最も現実的かつ合理的であると判断した

ものであります。なお、現時点では具体的用

途について決まっておりませんが、現在検討

中の中心市街地活性化基本計画の中で、官民

連携による多機能施設の検討について盛り込

み、再生を図るものと考えているところであ

ります。今後、民間事業者との連携やＰＦＩ

等の官民連携手法、複合的な用途など、幅広

く検討してまいりたいと考えています。以上

でございます。 

●議長谷村知重君 吉岡議員。 

●6番吉岡建二郎議員 答弁ありがとうござ

いました。再質問いたします。 

 庁舎の建替えについて、答弁は理解をいた

します。11月に市議会の総務・文教委員会で

も都市行政視察を行い、四つの市の新設され

た庁舎について視察をしてきたところです。

計画がスタートしてから、実際にその庁舎が

立つまで、四つの市で短いところでもやはり5

年以上、長いところですと11年間かけて計画

をより良いものにし、また市民説明を丁寧に

行ってきた背景を伺ってきました。今ほどの

答弁で、本年度中に耐震化、あるいは建替え

の判断をするとありましたが、そこがスター

ト地点となると思います。そこから長い時間

を要することになると考えます。方針を出し

て、年度内でこの方針に関しての市民説明を

十分に行っていくというのはなかなか難しい

ことと考えますので、是非とも丁寧な説明を

心掛けるために、時間をかけて行っていただ

きたいと思います。やはりスタートを誤ると、

なかなかその先進んでいくことも困難が伴う

と思いますので、是非とも丁寧な市民説明に

関して市長の考え、お答えください。また、

視察した先、富良野市では、文化会館との複

合庁舎、本当に庁舎と文化会館が一体となっ

て、これだと文化会館で何かコンサートがあ

ったら音が聞こえてくるのではないかという

ぐらいの形の複合庁舎となっていました。そ

ちらを視察させていただいたんですが、複合

化することで、文化会館自体の利用も増えて、

また庁舎に来る人の数も増えたという話です。

一方で、庁舎としての機能を損なわないもの、

音漏れなどがなく、あと議会ですとか、そう

いった大事な会議のときにはなるべく音の大

きいイベントは行わないといった形で運用し

ていくなどで、大変本市にとっても参考にな

る1例なのかなと感じたところです。本市もや

はり検討を進めていく中で、社会教育施設と

の複合化、これは有力な選択肢の一つになっ

ていくのではないかと認識していますが、メ

リット・デメリットという点を計画段階で明

らかにして、丁寧に市民、そして議会に広く

説明をし、理解を得ていくことが必要と考え

ます。もちろん複合化をする、しないはまだ

決まっていないですし、建替え、耐震化もま

だ決定はされていませんが、様々な点で市民

に理解を、そして議会に理解を得ていくこと

が必要ですので、このメリット・デメリット

などを明らかにしていくという点に関して、

市長の考えをお答えください。また、今回の

都市行政視察、建替えの際の説明資料、他市
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のものを見ますと、耐震化した場合と建替え

た場合とで、耐用年数や総事業費の比較、そ

れを公開しているという市がありました。こ

の取組、非常に参考になるなと私は感じてい

ます。実際に数字で何年持つ、どのぐらいの

金額がかかるというのが見れると、どちらが

良いのか、なぜどちらかの選択に至ったのか

というのが非常に分かりやすいと感じます。

それぞれの長所、短所が対比できる形の資料、

市民目線から見ても分かりやすいのと同時に、

その検討結果に至る議論を説明する際にも非

常に役に立つと考えます。本市でも是非、耐

震化と建替え、どちらにするかはこれからだ

と思いますけれども、具体的に比較して、市

民周知を行うべきだと考えます。市長の考え

をお答えください。 

 中心市街地活性化について、商業施設につ

いては分かりました。非常に重大な問題であ

るということで市長としても、議会としても

お互い認識をして、しっかり議論を重ねて、

対策を打っていかなくてはならないという認

識です。市民が買い物難民とならないよう、

今後も深く議論を進めていきたいと考えます。

宿泊施設についてですが、解決が遅れれば、

建物が放置されることによるリスクが増大す

る。今ほどの答弁でもあった点については一

定の理解をいたします。しかしながら、この

議論経過が明らかになっておらず、不透明で

あると言わざるを得ません。譲渡の受入手続

きを進めているとのことですけれど、市とし

て、その判断をどういった形で、どのような

議論があって、いつ下されたものなのかをお

答えください。 

 また、譲渡の受入手続きを今後進めていく

とのことですけれど、利活用については、や

はり昨日の同僚議員への答弁と同様に、具体

的なものは今決まっていないというお答えで

した。せめてその建物自体を解体するのか、

それと改修して利活用をするのか。その程度

は決めてから受け入れするという方針がない

状態では、建物がそのまま放置されるという

リスクというのは大きく変わらないのではな

いかと私は考えます。さらに言えば、解体す

るにせよ、改修するにせよ、その後の方針と

いう部分、明らかにした上で市民合意を得て

から、話を進めていくということが大事な部

分ではないかと考えています。市長は昨日、

同僚議員の質問への答弁の中で、リスクの整

理だけに議論が留まってしまえば、問題はい

つまでも前進せず、結果として現状が長く放

置されることが懸念されると答えています。

言葉としては、非常に理解はできます。ただ、

議論をすることで合意形成を得ていくという

のも、プロセスとして非常に大事な点である

のと同時に、リスクの整理というのは、こう

いったときには必ず必要になるものではない

でしょうか。執行側でリスクの整理をされて

いるんでしょうけれども、その点に関して説

明などがない状態で、話を受けて、分かりま

したとは、なかなか市民としても議会として

もならないと考えています。まず、その議論

をするということが重要だと考えますが、市

長の考えをお答えください。 

 あわせて、本件に関して過去に当該宿泊施

設、同僚議員からの一般質問の中でも触れら

れていたものかと記憶しています。議会も、

そして市民もある意味関心が高い事案だった

ということとして私は認識しております。方
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針について、そういったある種重要な案件に

ついて、公にできるという段階に達したので

あれば、まちづくり勉強会、今回11月に行わ

れた一部の市民が参加しているという場で、

市としての見解を初めて打ち出すということ

ではなく、今後、こういった際には広く市民、

議会に対して周知をするという手法を執って

もらいたいと考えています。その点について

の市長の考えをお答えください。 

●議長谷村知重君 市長。 

●市長桜井恒君 吉岡議員の質問にお答えし

ます。 

 庁舎の建替えについてでありますが、美唄

市公共施設等個別施設計画に基づく庁舎の再

編方針については、庁舎改築等庁内検討会議

の中でしっかりと議論し、耐震化あるいは建

替えについて判断してまいります。また、方

針確定後につきましては、総合体育館、公営

住宅、国設スキー場、恵風園・恵祥園におい

て、設備工事や設計などの取組を進めている

ことから、庁舎を改築するまでには時間を要

するため、一定の時間をかけて慎重に検討を

進め、必要に応じて市民の皆様への説明を行

い、理解が得られるよう努めてまいります。 

 次に、庁舎の集約化・複合化についてであ

りますが、美唄市公共施設等個別施設計画の

再編方針として、「建替えを行う場合には、現

状の規模や機能のまま更新するのではなく、

機能の集約化や複合化等を併せて検討するこ

とにより、より良い住民サービスの提供の可

能性を検討すること」としており、庁舎改築

の時期とほぼ同時に更新の時期を迎える社会

教育施設等々の集約化・複合化の効果につい

て、他市の事例なども参考にしながら、しっ

かり検証してまいります。また、耐震化ある

いは建替えについての判断に当たっては、そ

れぞれのメリット、デメリットのほか、耐用

年数や経費を具体的に比較し、その判断基準

や判断理由を市民に分かりやすく説明してま

いります。いずれにいたしましても、庁舎の

改築に当たっては、地域の象徴的な存在とし

ての役割を果たすことを考慮する重要なプロ

ジェクトであると考えており、財源の確保は

もちろん、単に建物の改修や建替えにとどま

らず、市の将来像を見据え、行政機能の効率

化、住民サービスの向上、地域との連携、環

境への配慮など、市民の皆さんを巻き込んだ

議論をさせていただきながら、慎重に検討を

進めてまいります。 

 次に、無償譲渡の受入判断に至る経緯につ

いてでありますが、本年5月、スエヒロ所有者

から土地・建物の無償譲渡の申し出を受けた

段階で、市といたしましては、関係部署にお

いて、利活用の方向性や課題の整理など、基

礎的な検討を開始したところであります。そ

の後、民間との連携手法の在り方を含め検討

を深めるとともに、所有者の財政状況の確認

など、必要な調査を行い、12月初めに、関係

部署が集まり、想定されるリスクや利活用の

枠組み等について、最終的な整理を行い、市

として譲渡受け入れの手続を進めることとし

たところであります。 

 次に、建物の取り扱いと今後の検討の進め

方につきましては、建物の長期放置に伴う安

全性や景観への悪影響は時間の経過とともに

深刻化するものであり、まずは無償譲渡を受

け、所有権を市が確保した上で、中心市街地

活性化基本計画に盛り込み、再開発に伴う財



- 70 - 
 

源確保などについて、速やかに議論を進めて

まいりたいと考えているところであります。

また、情報発信の在り方につきましては、11

月8日の「まちづくり勉強会」における私の発

言は、多様な可能性を探る中での一つの考え

方を示したものであり、その時点において市

としての方針が確定していたものではないと

ころであります。その後、庁内議論を加速さ

せ、無償譲渡を受け入れる方向性とその手続

きを整理し、譲渡受け入れの判断に至ったも

のであります。いずれにいたしましても、無

償譲渡後の利活用の在り方をしっかり検討し

ていくことが最も重要なことと考えているこ

とから、市民の皆様にも丁寧にお伝えすると

ともに、予算措置を伴う重要な政策判断とな

りますことから、市議会議員の皆様としっか

り議論を重ね、ご意見、ご提案をいただきな

がら、より良い判断につなげていくことが不

可欠であると考えております。以上でござい

ます。 

●議長谷村知重君 吉岡議員。 

●6番吉岡建二郎議員 庁舎の建替えについ

ては、理解をいたしました。昨日の地震のよ

うな災害があると、どうしても現状の耐震化

されていない現庁舎に対して、非常に不安に

思う気持ちが強くなってしまいます。ただ焦

ったとしても、すぐに庁舎の建替え、若しく

は耐震化ができるという話ではないのも事実

です。できるだけ速やかに、同時に丁寧に市

民説明しながら、庁舎の今後について議論を

進めていくこと、丁寧に説明するというのが

遠回りのようで、恐らく1番の近道なんだと思

います。市民理解をしっかり得ながら進めな

いことにはたどり着けないものですから、し

っかりと議論を続けていきたいと考えます。 

 中心市街地の宿泊施設について、答弁の中

で、このまま放置することのリスクについて、

市長のおっしゃることは理解ができます。確

かにそうなんです。今でもやはり不安に思う

市民はたくさんいます。なので何らかの手を

打たなくてはいけないのは確かなんです。一

方で、今後の在り方、これが具体的に示され

ないままで、さらには市民と議会との合意形

成が現状できていないという中で、現時点で

取得ということ、譲り受けるということ、判

断するというのはなかなか理解が難しいとこ

ろです。市長の任期は残すところ約1年半です。

今回のように合意形成が十分でない状態での

取得となれば、この任期中にしっかりと方針

を固めて、理解ができる形で、市民にも議会

にもしっかりと説明をして、合意形成をその

場でしていくということが必要になっていく

と考えます。無償譲渡を受けることで、当該

施設が市の所有物となり、その処遇が決まら

ないまま負の遺産となっていくということは

あってはならないことです。先ほど申しまし

たけど、残す任期は1年半、どのような方針を

打ち出していくのか。また、市民への周知に

ついて、今後どのようにしていきたいと考え

ているのか。市長のお考えをお答えください。 

●議長谷村知重君 市長。 

●市長桜井恒君 吉岡議員の質問にお答えし

ます。 

 スエヒロの無償譲渡後の方針についてであ

りますが、現時点では、利活用の具体案が固

まっているわけではなく、取得後の財政負担

や将来の市政運営の影響について、慎重に見

極める必要があることも十分認識しておりま
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す。今回、無償譲渡を受ける判断をしたのに

は、将来の選択肢を確保するために、まずは

市として無償譲渡を受け、管理権限を持つこ

とが不可欠であるとの考えによるものであり、

取得そのものが最終的な目的ではありません。

今後の進め方といたしましては、利活用の方

向性について白紙の状態から幅広く可能性を

検討し、市議会議員の皆様とも十分議論を重

ねながら、市民の皆様に利活用の方向性を示

してまいります。また、市民への周知につき

まして、丁寧な情報提供と対話に努め、市民

の皆様の不安や疑問にしっかりと向き合う姿

勢を大切にしてまいります。いずれにいたし

ましても、取得が市の将来にとって負担とな

らないよう、財政面・利活用面の双方から、

慎重かつ段階的に検討を進め、市議会と市民

の皆様に開かれた形で対応してまいります。

以上でございます。 

●議長谷村知重君 吉岡議員の本件に関する

発言は既に3回に及びましたが、会議規則第56

条ただし書の規定により、特に発言を許しま

す。 

 6番吉岡建二郎議員。 

●6番吉岡建二郎議員 再度のご発言の許可

を取り計らいいただき、議長に感謝をいたし

ます。 

 質問の答えとしては、私は完全に理解がで

きるというものではないんですが、一定の理

解ができる面もありました。中心市街地の宿

泊施設について、やはり今回の中心市街地の

宿泊施設の無償譲渡のように、市民からも議

会からも関心が高いというもの、その上で、

これまでの市の計画の中には具体的に盛り込

まれていないようなものであれば、そういっ

た案件を進める際には当初の質問の際にも私

から言いましたけれども、定例会で市政報告

を行うですとか、若しくは議員協議会の場を

もって報告をいただくですとか、そういった

形をとって、何らかの形で話し合いをしなが

ら、合意形成を作っていくことで、スムーズ

に進んでいくのではないかなと考えるところ

です。今後、同じような案件があった際には、

是非とも今回のような形にならず、こまめに

といいますか、何らかの形での報告をいただ

いて、その上で合意形成をしていくという形

で、議会であるとか議員協議会を是非とも利

用していただきたいと考えます。その点につ

いての市長のお考えをお答えいただきたいと

思います。 

 また、「まちづくり勉強会」のお話です。市

長はその方針の一つのものとしてお話をされ

たということで今ご答弁いただきましたけれ

ども、市長のお話、非常に明快で分かりやす

く、力強い言葉でお答えになるんだと思うん

です。そうなると、どうしても決定事項かの

ように聞こえてしまうことが多いのかなと。

是非、今後は未確定のお話というんですか、

そういったものを市民の前でされる際には、

これまでも気を付けてらっしゃるかと思うん

ですけれども、これまで以上に注意を払って、

あくまで未確定のものですというのを、念を

押してお話をされた方が良いのではないかと

考えます。今回出てきたとき、報道によると

もう確定事項かのような話で市長がお話しに

なられたという報道でした。実際、今回の議

会でこの件についての同僚議員からの質問の

答弁を聞くと、無償譲渡の方向で進めていく

というご答弁でしたので、言ってしまえば11
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月の段階でそういったお話をしたから、それ

を12月議会で間に合わすために急いでやった

と捉えられても仕方がないような経緯になっ

てしまうのかなと。そういったことがないよ

うに、是非とも様々な市民と対話をするとい

うのは非常に重要なことですし、是非行って

いただきたいところなんですが、ただ、断定

的な答えにならないように、断定できないも

のに関しては、それを我々も聞いていない状

態でされると非常に混乱も生じますし、それ

はもちろん市民の中にも混乱が今回生じてい

ますから、そういったことがないように今後、

是非とも気を付けていただきたいと考えるの

ですが、その点について市長どのようにお考

えかをお答えください。 

●議長谷村知重君 市長。 

●市長桜井恒君 吉岡議員の質問にお答えし

ます。 

 「まちづくり勉強会」において私の私案、

一つの方向性としてのお考えということを申

し述べたことにつきまして、断定的な、確定

的な情報であるというような一部の広報紙と

いいますか、情報誌によって、このような形

で皆さんとの議論の前にあたかも確定したか

のように伝わってしまったことについては、

誠に遺憾に感じております。私の心情として

は、市民の皆様と膝を突き合わせて、様々な

意見をぶつけ合うことがまさに「まちづくり

勉強会」なのではないかなと思っておりまし

たので、その場において、私の考えを述べさ

せていただいたまででございます。一方で、

吉岡議員にご指摘いただいたような、私の立

場上、そしてもの言い上、そういった形で確

定的に捉えられた市民の皆さんがいらっしゃ

るかもしれないということにつきましては、

今回いただいたお話をしっかりと胸に受け止

めて、今後の対応について生かしてまいりた

いと考えております。一方で、この宿泊施設

の件につきましては、私が就任以来2年半たっ

ても全く状況が動いていない状況にあります。

この間の検討、これはあくまで私の中での検

討ということで申し上げさせていただきます

が、やはり内部の状況ですとか、地権者の情

報、様々な情報を得るということを丁寧にこ

の2年は行ってきた中で、やはり急がなければ

ならないなと思ったところは、全くこの状況

が動いていないことに加えて、地権者の方か

ら、民間での活用はもう断念するということ

でお話をいただいたこと。加えて隣接する商

業施設においても、待ったなしの状況で、エ

リアを考え直していくという必要が迫られて

いること。様々な要因をもってこのタイミン

グであるという所感を得た中での判断をさせ

ていただいたものでございます。皆様におか

れましては、宿泊施設の状況が危険な状態で

あり、大変な状況であり、あんなものがずっ

と残ってしまって困るということについては、

皆様ご認識は一緒なのではないかなと考えて

おります。その状態において、皆様と共有し

なければならない、事前に把握するという部

分に関しては、やはり民間での活用がなされ

ることがこの後全くないだろう、加えて、こ

のまま民間の土地としてそのまま存在し続け

る可能性が高い、また、答弁で申し上げたよ

うに民間の土地に対して公が何らかの方針を

示すということに関して、多くの制約、例え

ば民間事業者に対して何かしらアイデアを募

るサウンディングの機会、そういったものを
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作ろうとしても、なかなか便宜上、道義上そ

ういったことが認められないというようなと

ころも社会的にございます。そういったこと

を踏まえながら判断をしっかりさせていただ

いたことにつきましては、皆様にこの場をも

って、様々な一般質問を予定する形でお話し

できたのかなと考えております。今後につき

ましても大切なのは、宿泊施設の跡地をどう

利活用していくことができれば、この判断が

正しかった、適切となっていくのかと思いま

すので、皆様からご意見、ご提案いただきな

がら、宿泊施設跡地にとどまらず、中心市街

地全体の問題として、皆様と課題感の共有、

そして新たなアイデアの創出ということに取

り組んでまいりたいと思いますので、引き続

きの議論、そしてご指導よろしくお願いいた

します。以上でございます。 

●議長谷村知重君 市長。 

●市長桜井恒君 加えてご答弁申し上げます。 

 市政報告等々での報告の機会というのがあ

ったというご指摘につきましては、市政報告

をする議会の前の段階、議案を作っていく段

階において、皆様に報告できるほど議論が煮

詰まってないというような状況であったこと

が報告に至ってない大きな原因だと思います。

先ほど申し上げたとおり、5月に譲渡の打診を

受けてからの検討というのは基礎的な調査や

研究であったというような状況ですので、そ

の点について庁内的な議論を進めていたとい

う状況でございます。本来であれば、今回若

しくはこの後行われるであろう臨時会や定例

会の場において、取得に向けての報告という

ような手続きになったのではないかなと、今

となっては想像するところでありますが、現

在の状況においては、この議論をもってお話

しさせていただきましたけれども、今回のよ

うな注目度の高い案件を取り扱うときの皆様

との情報共有というところに対しての一つの

教訓にさせていただきたいと思います。以上

でございます。 

●議長谷村知重君 次に移ります。 

 2番伊原潤司議員。 

●2番伊原潤司議員 令和7年第4回定例会に

おける一般質問、1点に絞って市長にお伺いを

いたします。 

 このたびの質問の視点は、メロディーだけ

であります。まず、本年度の予算執行状況に

ついてということで、質問をさせていただき

たいと思います。 

 その中身は、就任以来2年を経過いたしまし

たが、市長選以来掲げてこられたオリジナル

のスローガンとの現状の乖離についての市長

のご所感を伺いたいということでございます。

「未来に持続可能なまちづくり」あるいは「皆

がときめく未来を語るまち」という言葉があ

ちこちで目に触れ、耳に届くわけでございま

すが、未来への投資ということで切り口を求

めておりますが、これは結論から申し上げて

借金に縛られた硬直的な財政、実際の執行は

極めて数字から見ても後ろ倒しになっている。

9月末で半年以上、既に今年度経過いたしてお

りますけれども、4割前後の執行率が並ぶ義務

的な経費の中心については、4割、5割が執行

されておりますが、これは時間的な経過から

いっても妥当と思われます。令和7年度はそも

そも効率化、未来への投資、ＤＸで未来志向

の行財政改革に歩み出す年であると位置付け

であった年だと認識をいたしておりますが、
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この前提からすると、看板の未来への投資は、

6か月経っても大半が未稼働、あるいは借金を

増やす理由にしたプロジェクトの進捗が市民

からは見えない。総合福祉センターの整備、

道路、橋梁、河川整備、排水機場、さらには

スキー場が加わり、これに加えて、ただいま

も同僚議員からの質問にもございましたとお

り、コアビバイの問題、それからスエヒロの

問題、これら等々がどんどん積み重なってい

くわけでございますが、執行率を見ると、国

保、介護保険サービス、後期高齢者医療等々、

社会保障系の特別会計につきましては、その

収入率、あるいは執行率ともに概ね4割から5

割台、保険料の給付及び義務的な支払いは予

定どおり、機械的に進捗しているというよう

なところに対し、市民バス、あるいは介護サ

ービス事業会計等々につきまして、企業会計

のうち資本的収支、これはいわゆる施設更新

とか投資については、10％から30％程度の低

い執行率、0％が並ぶ部分もあるということが

見て取れるところでございます。暮らしを守

る、未来へ投資すると言いながら、まちの質

的変更に直結する裁量的事業は、執行が遅れ

ているということは明らかであります。事業

の優先順位を見直すと宣言されておりますの

で、本来ならば、何を削って何に厚く配分し

たのか。その結果、どの分野の執行率が早く

進んでいるのかいうことも示すべきだろうと

考えますけれども、公表されているのは、会

計別の大まかな執行率だけで、優先順位の結

果が市民には見えない。あくまでも市民から

どう見えるかという視点からのお話でござい

ますが、メロディーの4月号で、細かな数字を

申し上げても、時間的にも制約がございます

ので、市債の残高は明らかでございますけれ

ども、今現在、市民1人当たり80万9,813円と

いう数字が示されてございますが、市債の残

高についてはそのような形になっております

し、令和7年度も借入増の方針が明示されてい

るところでございます。一方で、本年9月末の

市債残高につきましては、一般会計の市債残

高並びに公営企業会計等々の合計で見ますと

280億円台の市債残高となっており、これだけ

の借金を抱えた状態であるということでござ

います。つまり、借金は確実に膨張している。

その借金で何をどこまで整備して、市民生活

がどう良くなるのか。執行状況からはほとん

ど伝わっておりません。令和上半期の実態と

して、未来への投資と言いながら、借金の増

加だけは確実に先行いたしておりますが、執

行は慎重過ぎるほど後ろ倒しではないのか。

リスクの先取りでリターンは市民から見えに

くいし、見せる工夫や努力が不足しているの

ではないか。今ほどの同僚議員の質問からも

中身が見えないまま、いろんなことが先行す

るという傾向は如実に表れていると思われま

す。ここのところテレビ等々、マスコミでの

ニュースにもなりますが、金利の上昇で利払

いで補正を組まればならないという必要に直

面していることも見逃すことではございませ

ん。耳障りの良い言葉として、令和7年当初予

算の新規の目玉、ＤＸあるいはシティープロ

モーション等々、これらに対する施策につい

ては、細かな端数までは申し上げませんが、

6,000万円、4,000万円、7,500万円、3,700万

円という額にしたらさほど大きなものではあ

りませんが、ブランド、スーパーアプリ等々

の言葉遣いが並び、9月号の財政事情では個別
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事業の執行額や執行率の情報は出てきており

ません。住民サービスの向上、行財政運営の

効率化というスローガンと、それに付けた予

算は分かるけれども具体的な成果が示されて

おらず、市民には見えていません。自分たち

の暮らしがどう変わるのかという想像すらな

かなか難しいといった点から申し上げると、

市政が本気で効率化と未来への投資を掲げ、

取り組んでおられるのであれば、現状の投資

額の執行状況、それに伴い削減できた業務量

や時間、市民の利便性の変化、ここまでセッ

トで公表されなければ、流行り言葉からする、

流行に乗り遅れない、何となくスタンスを示

したということにとどまるのではなかろうか

と受け止められかねない。そうなっても仕方

がないと思われる部分が散見されます。あわ

せて、同じく市政運営上のクッション、いわ

ゆる預金、貯金について拝見させていただく

と、9月末の基金残高、いわゆる財調は14億

3,000万円ほど、減債基金に至っては2,680万

円、その他特定目的基金の合計も19億円余り、

合計で33億6,800万円の規模にすぎません。美

唄市は冒頭で述べましたとおり、一般会計の

当初予算で195億9,500万円、全会計では331

億7,000万円で回っているまちであります。つ

まり、年間の流れるお金は330億円を超える、

何かのときの貯金は30億円台前半、市債残高

は280億円台に乗っかってきたという構造で、

行政規模の縮小ということは、人口減少に伴

う市長の議会での答弁の中でも、財政規模が

縮小していきますというお言葉は市長の口か

ら漏れております。何かあったときの緊急事

態、不測の事態対応の保険としては、このク

ッションはかなり薄い予防措置で、綱渡り財

政とは申せませんでしょうか。総合福祉セン

ターの整備、道路河川橋梁整備、デジタル防

災無線、各種ＤＸ投資といった長期負担を伴

う事業を積み上げているのが令和7年度予算

であり、上半期の執行状況で見る限り、まだ

大きく踏み出してはいないが、借金と固定費

の種はまき始めたということが読み取れるの

ではなかろうかと考えております。「皆がとき

めく未来を語るまち」と数字から読み取れる

縛られたギャップという実相、「未来に持続可

能なまちづくり」が市長のビジョンで、美唄

のミッションは、企業誘致や建設ではないと

までおっしゃった市長でおられますが、数字

から見える実働は市税比率が10％、地方交付

税4割、市債1割、寄附金は5.5％という自立し

ているとは言い切れない、不確定財源に依存

する歳入構造、借金残高は3年連続で増加、280

億円台に達しているということは先ほど申し

上げました。上半期執行率は4割前後で、未来

への投資が実感できる段階ではございません。

財政の実態は、借金と義務的経費に追われる

まちになっております。今後とも、またその

ように進むであろうということが予測されま

す。この絞られたギャップを直視せず、目を

背ける限り、ミッションやビジョンは、単な

るキャッチコピーで終わる意見はございませ

んか。これらを市民目線で言えば、借金は着

実に増加している。未来が確実に良くなる実

感はまだ生まれてこない。何かよく分からな

いが、ＤＸ、未来への投資だという言葉は先

行しております。今なすべきことは、借金を

増やす前に何を思いとどまって辞めるか。Ｄ

Ｘや施設整備で何年後にどんな現実的で数値

的な成果や変化を起こすのか。その途中経過
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を執行率をセットで具体的に公開する。ここ

まで踏み込まなければ、批判に対する反論は

日に日に難しくなるということが十分に予想

される現況でございます。ここらについて明

確な、これは将来のことを語るというわけで

すから、なかなか明確に申し上げるのも難し

い部分はあろうかと思いますけれども、ここ

までの現実を踏まえて、市長の就任以来2年半

の所管をお願いするというのが今回の質問の

趣旨でございますけれども、想像は程々に、

可能なご答弁かと思いますけれども、どうぞ

ただいま申し上げたような、実際にこのメロ

ディーに記載されている数字から抜き出した

質問でございますので、ご答弁を頂戴したい

と思います。よろしくお願いいたします。 

●議長谷村知重君 市長。 

●市長桜井恒君(登壇) 伊原議員の質問にお

答えします。 

 スローガンとの乖離についてでありますが、

就任以来2年を経過した現時点におけるスロ

ーガンとの乖離に関する所感について申し上

げます。私の市政の理念、すなわちビジョン

「皆がときめく未来を語るまち美唄」は、単

なるスローガンではなく、「未来に持続可能な

まちづくり」という市のミッションを達成す

るための、全ての行政運営における基本的な

判断の基準であります。この理念を基に、令

和7年度予算の執行は、「市民の暮らしを守る」

「事業の優先順位を見直す」「びばいの未来へ

投資する」という基本姿勢のもと、計画どお

り進められており、スローガンと予算執行と

の間に乖離を生じていないものと考えている

ところであります。この「乖離がない」こと

の裏付けとして、ビジョンに沿って市民の「安

心」と「希望」の創出に直結する重点施策の

進捗を申し上げますと、まず、市民生活の基

盤と安全を守り、日々の「安心」を確保する

施策につきましては、高齢者が冬季間も安心

して在宅生活を送れるよう「間口除雪事業」

の対象要件を拡充し、生活支援を強化してお

ります。地域医療の維持という「安心」の確

保を守るために、中長期的な医師確保に向け

た道内外の医科大学との連携を強化し、総合

診療医や研修医等の受入体制の整備を図る一

方、地域医療の将来を鑑み、「北海道せき損セ

ンターの存続」を基本とした対応について、

関係機関との慎重な議論と情報共有を継続す

る体制を維持しております。さらには、市民

の移動手段確保のため、ＡＩデマンドバス「の

るーと美唄」の実証運行を継続するなど、持

続可能な公共交通体系の実現に向けた取組を、

予算をもって着実に推進しているところであ

ります。また、行政効率化と市民の利便性向

上を目指し、ＤＸ推進計画に基づく美唄市公

式スーパーアプリの実装や「書かないワンス

トップ窓口」の実現といった、未来志向の事

業に集中して予算を投下し、行政の質的転換

を図っております。さらには、地域の活力を

高めるため、新たな結婚支援事業者と連携し

たサービスの創出や、農業分野における地域

活性化起業人の活用によるスマート農業技術

の普及促進など、独自の視点による施策を予

算事業として具現化し、市の活力を生み出し

ております。私は、就任以来2年間、掲げたビ

ジョンを形式的なスローガンで終わらせるこ

となく、予算執行という具体的な施策の実行

と、市民の心に安心感を醸成する取組の両輪

によって、美唄市全域に確かな変化が広がり
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つつあることを実感しております。 

理念を現実に変えるための「着実な前進」こ

そが、私の市政の所管であります。今後とも、

未来の変化を恐れることなく、全力を尽くし

て市政運営に取り組んでまいります。以上で

ございます。 

●議長谷村知重君 これをもって、本日の日

程は全部終了いたしました。 

 本日は、これをもって散会いたします。 

 大変ご苦労さまでした。 

 

午後 0時09分 散会 
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